
 

 

 

 

契約書 

 兼 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 BRIGHT 

札幌西区こころとからだの 

訪問看護ステーション リーフ 

 



1 

 

重要事項説明書 

１. 事業者（法人）の概要                  （医療保険用） 

事業者（法人）の名称 株式会社 BRIGHT 

主たる事務所の所在地 〒063-0823 札幌市西区発寒 3条 1丁目 1-13 

サンプレイス琴似 2D 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 西山 慶一 

設立年月日 2023年 12月 13日 

電話番号 011-699-5590 

 

２. 事業所の概要 

ご利用事業所の名称 札幌西区こころとからだの訪問看護ステーション 

リーフ 

サービスの種類 訪問看護 

事業所の所在地 〒063-0823 札幌市西区発寒 3条 1丁目 1-13 

サンプレイス琴似 2D 

電話番号 011-699-5590 

指定年月日・事業所番号 2024年 5月 1日指定 0160491080 

管理者の氏名 西山 慶一 

通常の事業の実施地域 札幌市内 

 

３. 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 身体疾患または精神疾患のある利用者が、その有する能力に応

じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができ

るよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常

生活を過ごすことができるよう、居宅支援サービスを提供するこ

とを目的とします。 

運営の方針 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保

険法または健康保険法、その他関係法令及びこの契約の定めに基

づき、関係する市町村又は都道府県や事業者、地域の保健・医療・

福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の症状の軽減

や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適

切なサービスの提供に努めます。 
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４. 提供するサービスの内容 

訪問看護は、病状が安定期にある利用者について、保健師、看護師、准看護

師、作業療法士 (以下「訪問看護職員」といいます。)が、そのお宅を訪問して

療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援

し、心身の機能の維持回復を図るサービスです。 

 

５. 営業日時 

営業日 月曜日から金曜日まで 

ただし、国民の祝日（振り替え休日を含む）及び年末年始（12

月 29日から 1月 3日）を除きます。 

営業時間 午前 9時から午後 5時まで 

 

６. 事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務の形態・人数 従業者の職種 勤務の形態・人数 

看護師 常勤 3人、非常勤 0人 理学療法士 常勤 0人、非常勤 0人 

准看護師 常勤 0人、非常勤 0人 作業療法士 常勤 0人、 非常勤 0人 

保健師 常勤 0人、非常勤 0人 言語聴覚士 常勤 0人、 非常勤 0人 

 

７. サービス提供の責任者 

あなたへのサービス提供の管理責任者は下記のとおりです。 

サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお

申し出ください。 

管理責任者の氏名 管 理 者   西山 慶一 

 

８. 利用料 

あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、

あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１

割～３割の額です。 
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（１） 訪問看護の利用料 

＜保健師、看護師が行う訪問看護＞ 

〇基本料金（自宅）対象：精神疾患 

 1 日目（月の初日） 

30 分未満/30 分以上 

2 日目～3 日目 

30 分未満/30 分以上 

4 日目以降 

30 分未満/30 分以上 

基本療養費Ⅰ（自宅） 4,250 円/5,550 円 4,250 円/5,550 円 5,100 円/6,550 円 

管理療養費 7,440 円 3,000 円 3,000 円 

自己負担額（1 割） 1,170 円/1,300 円 730 円/860 円 810 円/960 円 

自己負担額（２割） 2,340 円/2,600 円 1,450 円/1,710 円 1,620 円/1,910 円 

自己負担額（3 割） 3,510 円/3,900 円 2,180 円/2,570 円 2,430 円/2,870 円 

 

〇基本料金（同一建物） 

 1 日目（月の初日） 

30 分未満/30 分以上 

2 日目～3 日目 

30 分未満/30 分以上 

4 日目以降 

30 分未満/30 分以上 

基本療養費Ⅲ 

（同一建物） 

4,250 円/5,550 円 

（2 人まで） 

2,130 円/2,780 円 

（3 人以上） 

4,250 円/5,550 円 

（2 人まで） 

2,130 円/2,780 円 

（3 人以上） 

5,100 円/6,550 円 

（2 人まで） 

2,550 円/3,280 円 

（3 人以上） 

管理療養費 7,440 円 3,000 円 3,000 円 

自己負担額（1 割） 1,170 円/1,300 円 

（2 人まで） 

960 円/1,020 円 

（3 人以上） 

730 円/860 円 

（2 人まで） 

510 円/580 円 

（3 人以上） 

810 円/960 円 

（2 人まで） 

560 円/630 円 

（3 人以上） 

自己負担額（２割） 2,340 円/2,600 円 

（2 人まで） 

1,910 円/2,040 円 

（3 人以上） 

1,450 円/1,710 円 

（2 人まで） 

1,030 円/1,160 円 

（3 人以上） 

1,620 円/1,910 円 

（2 人まで） 

1,110 円/1,260 円 

（3 人以上） 

自己負担額（3 割） 3,510 円/3,900 円 

（2 人まで） 

2,870 円/3,070 円 

（3 人以上） 

2,180 円/2,570 円 

（2 人まで） 

1,540 円/1,730 円 

（3 人以上） 

2,430 円/2,870 円 

（2 人まで） 

1,670 円/1,880 円 

（3 人以上） 
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〇基本料金（自宅）対象：精神疾患以外 

 1 日目（月の初日） 

30 分～１時間３０分 

2 日目～3 日目 

３０分～１時間３０分 

4 日目以降 

30 分～１時間３０分 

基本療養費Ⅰ（自宅） 4,250 円/5,550 円 4,250 円/5,550 円 5,100 円/6,550 円 

管理療養費 7,440 円 3,000 円 3,000 円 

自己負担額（1 割） 1,170 円/1,300 円 730 円/860 円 810 円/960 円 

自己負担額（２割） 2,340 円/2,600 円 1,450 円/1,710 円 1,620 円/1,910 円 

自己負担額（3 割） 3,510 円/3,900 円 2,180 円/2,570 円 2,430 円/2,870 円 

 

〇基本料金（同一建物） 

 1 日目（月の初日） 

 

2 日目～3 日目 

 

4 日目以降 

 

基本療養費Ⅱ 

（同一建物） 

5,550 円 

（2 人まで） 

2,780 円 

（3 人以上） 

5,550 円 

（2 人まで） 

2,780 円 

（3 人以上） 

6,550 円 

（2 人まで） 

3,280 円 

（3 人以上） 

管理療養費 7,440 円 3,000 円 3,000 円 

自己負担額（1 割） 1,300 円 860 円 960 円 

自己負担額（２割） 2,600 円 1,710 円 1,910 円 

自己負担額（3 割） 3,900 円 2,570 円 2,870 円 

 

〇基本料金  入院患者様で外泊中の方※通常 1 回のみ 

基本療養費 8,500 円 

自己負担額（1 割） 850 円 

自己負担額（２割） 1,700 円 

自己負担額（3 割） 2,550 円 

 

（注１）  上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、こ

れが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。
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なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

 

【加算】 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 内容 金額 自己負担 

（1 割） 

自己負担（2

割） 

自己負担 

（3 割） 

24 時間対応体制加算 時間外や夜間の対応 6,400 円 640 円 1,280 円 1,920 円 

難病等複数回訪問加算 厚生労働大

臣が定める

疾患等の利

用者および

特別指示書

が交付され

た利用者に

対して訪問

した場合。 

①1 日１～

2 回 

②3 回以上 

同一建物内 1

～2 人 

①4,500 円 

②8,000 円 

 

①450 円 

②800 円 

 

 

①800 円 

②1,600 円 

 

①1,350 円 

②2,400 円 

  

同一建物内 3

人以上 

① 4,000 円

②7,200 円 

①400 円 

②720 円 

①800 円 

②1,440 円 

①1,200 円 

②2,160 円 

精神科緊急訪問看護加算 

（緊急訪問看護加算） 

利用者さんの希望に応じて

医師の指示で緊急に訪問 

2,650 円 270 円 530 円 800 円 

複数名訪問看護加算 

※同一建物内 1～2 人 

同時に複数

の看護師な

どが訪問  

看護師や OT

などが同行。

（週 1 日ま

で） 

4,500 円 450 円 

 

900 円 

 

1,350 円 

 

看護補助者が

同行する場合

で特別な管理

を必要とする

利用者を 1 日

1 回訪問 

3,000 円 300 円 600 円 900 円 
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看護補助者が

同行する場合

で特別な管理

を必要とする

利用者を 1 日

2 回訪問 

6,000 円 600 円 1,200 円 1,800 円 

看護補助者が

同行する場合

で特別な管理

を必要とする

利用者を 1 日

3 回以上訪問 

10,000 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円 

看護補助者が

同行する場合

で特別な管理

を必要とする

利用者以外を

訪問（3 日/週） 

3,000 円 300 円 600 円 900 円 

複数名訪問看護加算 

※同一建物内 3 人以上 

 

同上 看護師や OT

などが同行。

（週 1 日ま

で） 

4,000 円 400 円 800 円 1,200 円 

看護補助者が

同行する場合

で特別な管理

を必要とする

利用者を 1 日

1 回訪問 

2,700 円 270 円 540 円 810 円 

看護補助者が

同行する場合

で特別な管理

を必要とする

利用者を 1 日

2 回訪問 

5,400 円 540 円 1,080 円 1,620 円 

看護補助者が

同行する場合

9,000 円 900 円 1,800 円 2,700 円 
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で特別な管理

を必要とする

利用者を 1 日

3 回以上訪問 

看護補助者が

同行する場合

で特別な管理

を必要とする

利用者以外を

訪問（3 日/週） 

2,700 円 270 円 540 円 810 円 

複数名精神科訪問看護加

算 

※同一建物内 1～2 人 

同時に複数

の看護師な

どが訪問  

1 日 1 回の訪

問 

4,500 円 

 

450 円 

 

900 円 

 

1,350 円 

 

1 日 2 回の訪

問 

9,000 円 

 

900 円 

 

1,800 円 

 

2,700 円 

 

1 日 3 回以上

の訪問 

14,500 円 1,450 円 2,900 円 4,350 円 

複数名精神科訪問看護加

算 

※同一建物内 3 人以上 

同上 1 日 1 回の訪

問 

4,000 円 400 円 800 円 1,200 円 

1 日 2 回の訪

問 

8,100 円 810 円 1,620 円 2,430 円 

1 日 3 回以上

の訪問 

13,000 円 1,300 円 2,600 円 3,900 円 

長時間精神科訪問看護加

算 

（長時間訪問看護加算） 

1 回に 90 分を超える訪問 5,200 円 520 円 1,040 円 1,560 円 

精神科複数回訪問加算 1 日に 2 回以上の訪問 4,500 円 450 円 900 円 1,350 円 

1 日に 3 回以上の訪問 8,000 円 800 円 1,600 円 2,400 円 

夜間・早朝訪問看護加算 夜間（18 時～22 時）/早朝

（6 時～8 時）の訪問 

2,100 円 210 円 420 円 630 円 

深夜訪問看護加算 深夜（22 時～6 時）の訪問 4,200 円 420 円 840 円 1,260 円 

特別管理加算（1 回/月） 留置カテーテル、気管切開な

どの管理を行う場合 

5,000 円 

 

500 円 

 

1,000 円 

 

1,500 円 

 

人工肛門、自己導尿、酸素療

法、褥瘡、点滴注射などの管

理を行う場合 

2,500 円 250 円 500 円 750 円 
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退院時共同指導加算（2 回

/月） 

退院後の訪問看護について

医療機関や施設と共同で指

導した場合 

8,000 円 800 円 1600 円 2400 円 

退院支援指導加算（1 回の

み） 

退院日に療養上の指導を行

う場合 

※（）内は 90 分以上 

6,000 円 

（8,400 円） 

600 円 

（840 円） 

1,200 円 

（1,680 円） 

1,800 円 

（2,520 円） 

特別管理指導加算 退院時共同指導加算を算定

出来る利用者で特別管理加

算の該当になる場合 

2,000 円 200 円 400 円 600 円 

乳幼児加算（1 日につき） 6 歳未満の子供に訪問する

場合 

1,500 円 150 円 300 円 450 円 

在宅患者連携指導加算（1

回/月） 

在宅療養者で医療機関と情

報を共有して指導を行う場

合 

3,000 円 300 円 600 円 900 円 

在宅患者緊急時等カンフ

ァレンス加算（2 回/月） 

急変時などに医療機関とカ

ンファレンスを行って共同

で利用者や家族に指導する

場合 

2,000 円 200 円 400 円 600 円 

看護・介護職員連携強化加

算 

喀痰吸引などに関して、介護

の業務に従事する者に対し

て必要な支援を行う。 

2,500 円 250 円 500 円 750 円 

精神科重症患者支援管理

連携加算（1 回/月） 

医療機関と

チームカン

ファレンス

を開催し、精

神科訪問看

護を行う場

合 

週 2 回以上 8,400 円 840 円 1,680 円 2,520 円 

月 2 回以上 5,800 円 580 円 1,160 円 1,740 円 

専門管理加算（1 回/月） 専門資格のある看護師が管

理し、月 1 回以上訪問する場

合 

2,500 円 250 円 500 円 750 円 

訪問看護情報提供療養費

（1 回/月） 

利用者の同意を得て市区町

村、学校、保険医療機関など

に情報提供を行う場合 

1,500 円 150 円 300 円 450 円 
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訪問看護ターミナルケア

療養費 

死亡日及び

死亡日前 14

日以内に 2

回以上ケア

を実施した

場合 

在宅または

特別養護老

人ホーム（看

取り介護加

算を算定し

ない利用者） 

①25,000 円 

 

2,500 円 

 

5,000 円 

 

7,500 円 

 

特別養護老

人ホーム（施

設側で看取

り介護加算

を算定して

いる利用者） 

10,000 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円 

特別地域訪問看護加算 片道 1 時間以上の移動が必

要な訪問の場合 

基本療養費の 50/100 

 

（２） キャンセル料 

利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキ

ャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを

得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前日 負担金なし 

利用予定日の当日 2,000円 

（注）利用予定日の前日（営業時間内）までのキャンセルの場合は、キャンセ

ル料不要です。 

 

（３） 交通費に関して（札幌市外） 

通常の実施地域を超えて行う事業に要した交通費は、ステーションの実施地

域を超える地点から自宅までの交通費を徴収します。 

① 札幌市外 5ｋｍ未満 300円 

② 札幌市外 5ｋｍ以上 600円 

 

（４）休日対応に関して 

  ステーションが休日の場合（土日祝）に、ご利用者の希望により訪問看護

を利用した場合は、２０００円/回（１時間まで）を徴収します。 
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（５）延長料金に関して 

  訪問時間が１時間３０分を超えた場合は、延長料金として２０００円を徴

収します。 

 

（６）支払い方法 

上記（１）から（５）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごと

にまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支

払いを受けた後、10日以内に差し上げます。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし サービスを利用した月の翌月の 25 日（祝休日の場合は直前

の平日）に、あなたが指定する口座より引き落とします。 

銀行振り込み サービスを利用した月の翌月の 25 日（祝休日の場合は直前

の平日）までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込み

ください。 

北洋銀行 札苗支店（339） 普通口座 7206823 

株式会社 BRIGHT 代表取締役 西山 慶一 

 

９. 緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたと

きは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに下記の主治医

へ連絡を行い指示を求める等、必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

 

 

１０. 事故発生時の対応 

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、主治

医及び都道府県等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

１１. 苦情相談窓口 

（１） サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けし
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ます。 

事業所相談窓口 電話番号 011－699－5590 

面接場所 当事業所の相談室 

 

（２） サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることが

できます。 

苦情受付機関 北海道厚生局医療課 電話番号 011-796-5105 

北海道国民健康保険

団体連合会 

電話番号 011－231－5161 

 

１２.虐待・身体拘束の防止について 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとお

り必要な措置を講じます。 

 （１）虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期

的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

 （２）虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。 

 （３）従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研

修を実施する等の必要な措置を講じます。 

 （４）事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

 （５）サービス提供中に、当該事業所従業者または擁護者（現に擁護してい

る家族・親族・同居人等）による虐待等を受けたと思われる利用者を発

見した場合は、速やかに、これを都道府県に通報します。 

 （６）事業者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行いません。 

 （７）やむを得ず身体拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者

または家族等に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録致します。 

 （８）虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。 

 

１３.衛生管理について 

  事業所において感染症等が発生し、または蔓延しないように、次に掲げる

措置を講じます。 

 （１）訪問看護師等の清潔の保持及び健康状態について、衛生的に管理を行

います。 

 （２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 （３）事業所における感染症等の予防及び蔓延の防止のための対策を検討す
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る委員会をおおむね６ヵ月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、従業者に周知徹底しています。 

 （４）事業所における感染症等の予防及び蔓延防止のための指針を整備して

います。 

 （５）従業者に対し、感染症等の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を

定期的に実施します。 

 

１４.業務継続に向けた取り組みの強化について 

（１）感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提 

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続に従って必要な措置

を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修  

及び訓練を定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の 

変更を行います。 

 

 

１５.サービスの利用にあたっての留意事項 

サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１） サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんの

であらかじめご了解ください。 

 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

（２） 訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３） 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、で

きる限り早めにかかりつけ医又は当事業所の担当者へご連絡ください。 
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訪問看護契約書 

            様（以下「利用者」と略します。）と株式会社 BRIGHT

（以下「事業者」と略します。）は、事業者が提供するサービスの利用等につい

て、以下のとおり契約を締結します。 

 

（契約の目的） 

第１条 事業者は、健康保険法（平成９年法律第１２３号）その他関係法令  

及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する

能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、訪問看護サ

ービスを提供します。 

 

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は、以下のとおりとします。 

（   ）年（  ）月（  ）日 ～訪問看護の必要性がなくなるまで。 

 

２ 上記契約期間満了日までに利用者から契約更新しない旨の申し出がな

い場合、本契約は自動的に更新されるものとします。 

 

（個別サービス計画の作成及び変更） 

第３条 事業者は、利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏 

まえ、利用者の居宅サービス計画の内容に沿って、サービスの目標及

び目標を達成するための具体的サービス内容等を記載した個別サー

ビス計画を作成します。個別サービス計画の作成に当たっては、事業

者はその内容を利用者に説明して同意を得、交付します。 

２ 事業者は、計画実施状況の把握を適切に行い、一定期間ごとに、目標達  

成の状況等を記載した記録を作成し、利用者に説明の上、交付します。  

 

（提供するサービスの内容及びその変更） 

第４条 事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内 

容、利用回数、利用料は、「契約書兼重要事項説明書」のとおりです。 

２ 利用者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができ 

ます。この申し出があった場合、当該変更が居宅サービス計画の範囲内で

可能であり、第１条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な

理由がない限り、速やかにサービスの内容を変更します。 

３ 事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、速やかに
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主治医に連絡するなど必要な援助を行います。 

４ 事業者は、提供するサービスのうち、医療保険の適用を受けないものが 

ある場合には、そのサービスの内容及び利用料を具体的に説明し、利用者

の同意を得ます。 

 

（利用料等の支払い） 

第５条 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、「契約書兼重

要事項説明書」の記載に従い、事業者に対し、利用者負担金を支払い

ます。 

２ 利用料の請求や支払方法は、「契約書兼重要事項説明書」のとおりです。 

３ 利用者が、「契約書兼重要事項説明書」に記載の期日までにサービス利用

の中止を申し入れなかった場合、利用者は事業者へキャンセル料を支払う

ものとします。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある

場合は、キャンセル料は不要とします。 

 

（利用料の変更） 

第６条 事業者は、健康保険法その他関係法令の改正により、利用料の利用 

者負担金に変更が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及

び変更後の金額を説明の上、変更後の利用者負担金を請求することが

できるものとします。ただし、利用者は、この変更に同意することが

できない場合には、本契約を解約することができます。 

 

（利用料の滞納） 

第７条 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 3 ヶ月

分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月の猶予期間

を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払

いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。 

２ 事業者は、前項の催告をした場合には、主治医又は相談室が住所を有する

都道府県等と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、

必要な措置を講じます。 

３ 事業者は、前項の措置を講じた上で、利用者が第１項の期間内に滞納額 

の支払いをしなかったときは、文書をもって本契約を解約することができ

ます。 

 

（利用者の解約権） 

第８条 利用者は、7日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しい
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つでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期

間満了日に契約は解約されます。 

２ 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわ 

らず、予告期間を設けることなく直ちにこの契約を解約できます。 

一. 事業者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを提供せず、利用者

の請求にもかかわらず、これを提供しようとしない場合 

二. 事業者が、第１２条に定める守秘義務に違反した場合 

三. 事業者が、利用者の身体・財産・名誉等を傷つけ、又は著しい不信行為

を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められる場合 

 

（事業者の解約権） 

第９条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により 30 日

間の予告期間をもって、この契約を解約することができます。 

一. 利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者

の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達

することが著しく困難となった場合 

二. 利用者が事業者の通常の事業の実施地域外に転居し、事業者においてサ

ービスの提供の継続が困難であると見込まれる場合 

２ 事業者は、前項によりこの契約を解約する場合には、主治医及び必要に応

じて利用者が住所を有する都道府県等に連絡を取り、解約後も利用者の健

康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。 

 

（契約の終了） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。 

一. 第２条第２項に基づき、利用者から契約更新しない旨の申し出があり、契

約期間が満了した場合 

二. 第８条第１項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間

が満了した場合 

三. 第６条もしくは第８条第２項に基づき、利用者から解約の意思表示がな

された場合 

四. 第７条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされた場合 

五. 第９条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了

した場合 

六. 利用者が介護保険施設へ入所した場合 

七. 利用者が（介護予防）特定施設入居者生活介護又は（介護予防）認知症

対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護を受
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けることとなった場合 

八. 利用者が看護小規模多機能型居宅介護を受けることとなった場合 

九. 利用者が死亡した場合 

 

（損害賠償） 

第１１条 事業者は、サービスの提供にあたり、利用者又は利用者の家族の 

生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者又は利

用者の家族に対して損害を賠償します。ただし、当該損害について

事業者の責任を問えない場合はこの限りではありません。 

２ 前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。   

３ 利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額するこ 

とができます。 

４ 加入保険 

保険会社：東京海上日動火災保険会社 

保険内容：賠償責任保険 

 

（守秘義務） 

第１２条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得 

た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理

由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏ら

しません。 

２ 事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用 

者の家族の秘密及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じ

ます。 

３ 事業者は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、利用者の居宅 

サービス計画又は計画立案のためのサービス担当者会議並びに主治医又

は相談室、居宅サービス事業者との連絡調整において必要な場合に限り、

必要最小限の範囲内で使用します。 

４ 第１項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養  

護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律１２４号）に定める通

報ができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わ

ないものとします。 

 

（苦情処理） 

第１３条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場 

合は、「契約書兼重要事項説明書」に記載された事業者の相談窓口及
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び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。 

２ 事業者は、提供したサービスについて、利用者又は利用者の家族から苦 

情の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対処し、サービスの向上及び

改善に努めます。 

３ 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる 

不利益な扱いもいたしません。 

 

（サービス内容等の記録の作成及び保存） 

第１４条 事業者は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結の日から 5

年間保存します。 

２ 利用者及び利用者の後見人（必要に応じ利用者の家族を含む）は、事業  

者に対し、いつでも前項の記録の閲覧及び複写を求めることができます。

ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求で

きるものとします。 

３ 事業者は、契約の終了にあたって必要があると認められる場合は、利用 

者の同意を得た上で、利用者の指定する他の居宅サービス支援事業者等へ、

第１項の記録の写しを交付することができるものとします。 

 

（個人情報の使用に関して） 

第１５条 当事業所（札幌西区こころとからだの訪問看護ステーションリー

フ）では、利用者様に頂いた個人情報を適切に保護・管理するため

に、その取扱い方針を以下のように定めます。 

２ 利用目的 

＜当事業所での利用＞ 

・ご利用者に提供するサービス業務等（計画・報告・連絡・相談等） 

・本事業の請求業務及び会計・経理等の報告 

・事故等の報告・連絡・相談 

・サービスの質向上等（ケア会議、研修等） 

・その他、ご利用者に係る管理・運営業務等 

＜他事業所等への情報提供＞ 

・主治医の所属する医療機関、連携医療機関、ご利用者に居宅サービス  

を提供する他事業所との連携、照会への回答等 

・医療保険・介護保険事務の委託 

・審査支払機関への請求等、審査支払機関又は保険者からの照会への回     

 答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 
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＜上記以外の利用＞ 

・看護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

・訪問看護ステーションで行われる学生の実習への協力 

・学会での発表（原則、匿名化。匿名化が困難な場合は利用者の同意を  

得ます） 

 

３ 利用する期間  

 サービスの提供を受けている期間  

 

４ 利用する条件  

 （１）個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものと

し、個人情報の提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのな

いよう細心の注意を払う。  

 （２）個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過

を記録する。  

 

（契約外条項） 

第１６条 本契約に定めのない事項については、健康保険法その他関係法令 

の定めるところを尊重し、利用者及び事業者の協議により定めます。 
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上記契約を証明するため、本書２通を作成し、利用者及び事業者の双方が記名・押印

の上、それぞれ１部ずつ保有します。 

 

 

年   月   日 

 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項と契約内容

と個人情報の取り扱いについて説明しました。利用者の申込みを受諾し、この契約書に

定める各種サービスを、誠実に責任をもって行います。 

 

事 業 者   所在地 札幌市西区発寒 3条 1丁目 1-13サンプレイス琴似 2D 

事業者（法人） 株式会社 BRIGHT 

事業所 札幌西区こころとからだの訪問看護ステーション リーフ 

代表者職・氏名   代表取締役 西山 慶一   印      

説明者職・氏名              

 

 

□私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

□この文書が契約書の一部となることについても同意します。 

□第１５条に定める利用者の個人情報の使用について、同意します。 

 

利 用 者   住 所 

氏 名                   印 

※直筆の場合は押印不要 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所 

本人との続柄 

氏 名                  

 

 

立 会 人   住 所 

氏 名                   


